
〇

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
に
該
当
す
る
場
合
）

（
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
に
該
当
す
る
場
合
）

第
一
条
の
五

法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は

第
一
条
の
五

法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は

、
当
該
有
価
証
券
が
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
以
外
の
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
で

、
当
該
有
価
証
券
が
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
以
外
の
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
で

あ
つ
て
、
当
該
有
価
証
券
に
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
式
に
従
い
、
適
格
機
関

あ
つ
て
、
当
該
有
価
証
券
に
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
式
に
従
い
、
適
格
機
関

投
資
家
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
を
い
う
。
第
十
八
条
の

投
資
家
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
を
い
う
。
第
十
八
条
の

二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
譲
渡
す
る
場
合
以
外
の
譲
渡
が
禁
止
さ
れ
る
旨
の
制

二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
譲
渡
す
る
場
合
以
外
の
譲
渡
が
禁
止
さ
れ
る
旨
の
制

限
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

限
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
と
す
る
。

め
る
場
合
と
す
る
。

一

株
券
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法

一

株
券
（
端
株
券
、
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平

律
第
四
十
四
号
。
以
下
「
優
先
出
資
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
優
先
出

成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
。
以
下
「
優
先
出
資
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

資
証
券
（
第
三
条
の
六
、
第
十
七
条
の
三
の
二
及
び
第
二
十
八
条
に
お
い
て

る
優
先
出
資
証
券
（
第
三
条
の
六
、
第
十
七
条
の
三
の
二
及
び
第
二
十
八
条

「
優
先
出
資
証
券
」
と
い
う
。
）
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成

に
お
い
て
「
優
先
出
資
証
券
」
と
い
う
。
）
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法

十
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
資
産
流
動
化
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
資
産
流
動
化
法
」
と
い
う
。
）
に

優
先
出
資
証
券
（
単
位
未
満
優
先
出
資
証
券
を
含
む
。
）
並
び
に
投
資
信
託

規
定
す
る
優
先
出
資
証
券
（
単
位
未
満
優
先
出
資
証
券
を
含
む
。
）
並
び
に

及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
に

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十

規
定
す
る
投
資
証
券
及
び
外
国
投
資
証
券
で
投
資
証
券
に
類
す
る
証
券
を
含

八
号
）
に
規
定
す
る
投
資
証
券
及
び
外
国
投
資
証
券
で
投
資
証
券
に
類
す
る

む
。
第
一
条
の
七
及
び
第
三
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
新
株
引
受
権
証

証
券
を
含
む
。
第
一
条
の
七
及
び
第
三
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
新
株

書
（
優
先
出
資
法
に
規
定
す
る
優
先
出
資
引
受
権
証
書
を
含
む
。
第
一
条
の

引
受
権
証
書
（
優
先
出
資
法
に
規
定
す
る
優
先
出
資
引
受
権
証
書
を
含
む
。

七
、
第
三
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の
三
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
新
株
引

第
一
条
の
七
、
第
三
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の
三
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）

－１－



受
権
証
券
（
資
産
流
動
化
法
に
規
定
す
る
新
優
先
出
資
引
受
権
証
券
を
含
む

、
新
株
引
受
権
証
券
（
資
産
流
動
化
法
に
規
定
す
る
新
優
先
出
資
引
受
権
証

。
第
一
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
転
換
社
債
券
（
資
産
流
動
化
法
に
規

券
を
含
む
。
第
一
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
転
換
社
債
券
（
資
産
流
動

定
す
る
転
換
特
定
社
債
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
新

化
法
に
規
定
す
る
転
換
特
定
社
債
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

株
引
受
権
付
社
債
券
（
資
産
流
動
化
法
に
規
定
す
る
新
優
先
出
資
引
受
権
付

。
）
、
新
株
引
受
権
付
社
債
券
（
資
産
流
動
化
法
に
規
定
す
る
新
優
先
出
資

特
定
社
債
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
一
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）

引
受
権
付
特
定
社
債
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
一
条
の
七
に
お
い
て

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券

同
じ
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価

証
券

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
公
開
買
付
け
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
価
証
券
等
）

（
公
開
買
付
け
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
価
証
券
等
）

第
六
条

法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
で
政
令
で
定
め
る

第
六
条

法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
で
政
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号

）
第
二
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
株
式
に
つ
き
株
主
が
議
決
権
を
有
し

）
第
二
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
株
式
に
つ
き
株
主
が
議
決
権
を
有
し

な
い
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
株
式
に
係
る
株
券
そ
の
他
の
内
閣
府

な
い
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
株
式
に
係
る
株
券
そ
の
他
の
内
閣
府

令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
株
券
等
」
と
い
う
。
）

令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
株
券
等
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。

と
す
る
。

一

株
券
、
新
株
引
受
権
証
書
、
新
株
引
受
権
証
券
、
転
換
社
債
券
及
び
新
株

一

株
券
（
端
株
券
を
含
む
。
第
九
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
新
株
引
受

引
受
権
付
社
債
券

権
証
書
、
新
株
引
受
権
証
券
、
転
換
社
債
券
及
び
新
株
引
受
権
付
社
債
券

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
株
券
関
連
有
価
証
券
の
範
囲
）

（
株
券
関
連
有
価
証
券
の
範
囲
）

第
十
四
条
の
四

法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
、
転
換
社

第
十
四
条
の
四

法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
、
転
換
社

－２－



債
券
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
と
す
る

債
券
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
と
す
る

。

。

一

株
券
、
新
株
引
受
権
証
書
、
新
株
引
受
権
証
券
、
転
換
社
債
券
及
び
新
株

一

株
券
（
端
株
券
を
含
む
。
第
十
四
条
の
五
の
二
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。

引
受
権
付
社
債
券

）
、
新
株
引
受
権
証
書
、
新
株
引
受
権
証
券
、
転
換
社
債
券
及
び
新
株
引
受

権
付
社
債
券

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
金
融
機
関
に
よ
る
私
募
の
取
扱
い
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
有
価
証
券
）

（
金
融
機
関
に
よ
る
私
募
の
取
扱
い
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
有
価
証
券
）

第
十
七
条
の
三
の
二

法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

第
十
七
条
の
三
の
二

法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
表
示
す
る
法
第
二

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
表
示
す
る
法
第
二

条
第
一
項
第
十
号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
当
該
有
価
証
券
に
係
る
オ
プ
シ

条
第
一
項
第
十
号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
当
該
有
価
証
券
に
係
る
オ
プ
シ

ョ
ン
を
表
示
す
る
同
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）
と
す
る
。

ョ
ン
を
表
示
す
る
同
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）
と
す
る
。

一

株
券
（
優
先
出
資
証
券
を
含
む
。
）
、
新
株
引
受
権
証
書
、
新
株
引
受
権

一

株
券
（
端
株
券
及
び
優
先
出
資
証
券
を
含
む
。
）
、
新
株
引
受
権
証
書
、

証
券
、
転
換
社
債
券
、
新
株
引
受
権
付
社
債
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も

新
株
引
受
権
証
券
、
転
換
社
債
券
、
新
株
引
受
権
付
社
債
券
そ
の
他
こ
れ
ら

の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券

二

法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
前
号
に
掲
げ
る
有
価
証

二

法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
前
号
に
掲
げ
る
有
価
証

券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
法
第
二
条
第
一
項

三

前
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
法
第
二
条
第
一
項

第
十
号
の
三
に
掲
げ
る
有
価
証
券

第
十
号
の
三
に
掲
げ
る
有
価
証
券

（
取
引
の
概
要
等
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
等
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
の
規
定
の
準
用
）

－３－



第
十
七
条
の
五

第
十
五
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お

（
新
設
）

い
て
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
七
条
の
六

第
十
五
条
の
五
の
規
定
は
、
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お

（
新
設
）

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
七
条
の
七

第
十
六
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項

（
新
設
）

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
法
第
四
十
条
第
二

項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
上
場
会
社
等
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
の
決
定
に
係
る
重
要
事
実
）

（
上
場
会
社
等
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
の
決
定
に
係
る
重
要
事
実
）

第
二
十
八
条

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ヨ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

第
二
十
八
条

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ワ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

（
公
開
買
付
け
に
準
ず
る
行
為
）

（
公
開
買
付
け
に
準
ず
る
行
為
）

第
三
十
一
条

法
第
百
六
十
六
条
第
六
項
第
四
号
及
び
第
百
六
十
七
条
第
一
項
に

第
三
十
一
条

法
第
百
六
十
六
条
第
六
項
第
四
号
及
び
第
百
六
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
公
開
買
付
け
に
準
ず
る
行
為
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
証
券

規
定
す
る
公
開
買
付
け
に
準
ず
る
行
為
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
証
券

取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
お
り
、
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
該
当
す
る
株
券
（

取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
お
り
、
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
該
当
す
る
株
券
（

外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む

外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む

。
）
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
発
行
す
る
株
券
、
新
株
引
受
権
証
書
、
新
株
引

。
）
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
発
行
す
る
株
券
（
端
株
券
を
含
む
。
以
下
こ
の

受
権
証
券
、
転
換
社
債
券
、
新
株
引
受
権
付
社
債
券
（
外
国
法
人
の
発
行
す
る

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
新
株
引
受
権
証
書
、
新
株
引
受
権
証
券
、
転
換
社
債

証
券
又
は
証
書
で
、
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
も
の

券
、
新
株
引
受
権
付
社
債
券
（
外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
、
こ

と
し
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め

れ
ら
の
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
も
の
と
し
、
内
閣
府
令
で
定
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る
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
株
券
等
」
と
い
う
。
）
を
買
い
集
め

め
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券
（
以
下
こ

る
者
（
そ
の
者
と
共
同
し
て
買
い
集
め
る
者
が
い
る
場
合
に
は
、
当
該
共
同
し

の
条
に
お
い
て
「
株
券
等
」
と
い
う
。
）
を
買
い
集
め
る
者
（
そ
の
者
と
共
同

て
買
い
集
め
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
自
己
又
は
他

し
て
買
い
集
め
る
者
が
い
る
場
合
に
は
、
当
該
共
同
し
て
買
い
集
め
る
者
を
含

人
（
仮
設
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
義
を
も
つ
て
買

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
自
己
又
は
他
人
（
仮
設
人
を
含
む
。

い
集
め
る
当
該
株
券
等
の
数
（
株
券
（
外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
義
を
も
つ
て
買
い
集
め
る
当
該
株
券
等

で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
株
式
の
数
を
、
そ
の

の
数
（
株
券
（
外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
株
券
の
性
質
を
有
す

他
の
も
の
に
つ
い
て
は
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
株
式
に
換
算
し
た

る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
株
式
の
数
を
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は

数
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
が
当
該
株
券
等
の
発
行

内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
株
式
に
換
算
し
た
数
を
い
う
。
以
下
こ
の

者
で
あ
る
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
の
百
分
の
五
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
が
当
該
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
発
行

る
当
該
株
券
等
を
買
い
集
め
る
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
買
集
め
行
為

済
株
式
の
総
数
の
百
分
の
五
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
株
券
等
を
買
い

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
株
券
等
を
買
い
集
め
る
者
の
当
該
買

集
め
る
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
買
集
め
行
為
」
と
い
う
。
）
と
す
る

集
め
行
為
を
開
始
す
る
直
前
に
お
け
る
株
券
等
所
有
割
合
（
自
己
又
は
他
人
の

。
た
だ
し
、
当
該
株
券
等
を
買
い
集
め
る
者
の
当
該
買
集
め
行
為
を
開
始
す
る

名
義
を
も
つ
て
所
有
す
る
当
該
株
券
等
の
数
の
合
計
を
当
該
会
社
の
発
行
済
株

直
前
に
お
け
る
株
券
等
所
有
割
合
（
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
す

式
の
総
数
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

る
当
該
株
券
等
の
数
の
合
計
を
当
該
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
で
除
し
て
得

百
分
の
五
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
買
集
め
行
為
の
う
ち
株
券
等
所
有
割

た
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
百
分
の
五
未
満
で
あ
る

合
が
百
分
の
五
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。

場
合
に
は
、
当
該
買
集
め
行
為
の
う
ち
株
券
等
所
有
割
合
が
百
分
の
五
を
超
え

る
部
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。

（
特
定
株
券
等
の
範
囲
）

（
特
定
株
券
等
の
範
囲
）

第
三
十
三
条

法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
等
株
券
等
（
同
項
に

第
三
十
三
条

法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
等
株
券
等
（
同
項
に

規
定
す
る
「
上
場
等
株
券
等
」
を
い
う
。
）
又
は
上
場
株
券
等
（
法
第
二
十
四

規
定
す
る
「
上
場
等
株
券
等
」
を
い
う
。
）
又
は
上
場
株
券
等
（
法
第
二
十
四

条
の
六
に
規
定
す
る
「
上
場
株
券
等
」
を
い
う
。
）
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の

条
の
六
に
規
定
す
る
「
上
場
株
券
等
」
を
い
う
。
）
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の

発
行
す
る
株
券
若
し
く
は
転
換
社
債
券
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
（

発
行
す
る
株
券
若
し
く
は
転
換
社
債
券
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
（
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以
下
「
特
定
株
券
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

以
下
「
特
定
株
券
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

株
券
、
新
株
引
受
権
証
書
、
新
株
引
受
権
証
券
、
転
換
社
債
券
及
び
新
株

一

株
券
（
端
株
券
を
含
む
。
）
、
新
株
引
受
権
証
書
、
新
株
引
受
権
証
券
、

引
受
権
付
社
債
券

転
換
社
債
券
及
び
新
株
引
受
権
付
社
債
券

二
･
三

（
略
）

二
･
三

（
略
）
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